
平成２０年４月２１日 

 

保険医療機関   

 各位 

保 険 薬 局   

 

神奈川県国民健康保険団体連合会 

 

 

平成２０年度健康保険法等の一部改正に伴う診療（調剤）報酬請求書様式の変更について 

 

平素より本会審査支払業務に格別のご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、平成２０年度健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険の請求

書様式を別紙のとおり一部変更いたします。また、４月１日付お知らせ（診療報酬請求方法の

変更について）の内容について下記のとおり変更がありますのでよろしくお願いいたします。 

お知らせ内容に変更がありましたことを深くお詫びいたします。不明な点がございましたら

下記の事務担当までご連絡ください。 

 

記 

 

１ 請求書様式について 

 ①国民健康保険の新請求書様式は別添のとおりです。その他は４月１日付お知らせ（診療報

酬請求方法の変更について）のとおりです。 

 ②医事コンピューターで請求書を印字されている保険医療機関・保険薬局様は、請求書様式

の変更をお願いします。 

 ③国保連合会、市町村窓口等で請求書を入手されている保険医療機関・保険薬局様は、当分

の間旧請求書にてご請求をお願いします。 

 

２ その他 

①総括票につきましては、４月１日付お知らせ（診療報酬請求方法の変更について）におい

て様式・記載方法に変更がないことをご通知しましたが、これを別添の様式に変更し、４

月中に新総括票を保険医療機関・保険薬局宛に送付いたします。 

②総括票の記載方法は、国保分、後期高齢者分ごとに集計し当該の記載欄に件数、点数を記

載します。なお、食事生活欄は国保分、後期高齢者分を合算してください。 

 

 以  上 
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